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○写  　 

第 ３ ０ ２ － ７ 号　 

令和８年２月２日　 

 

　高崎市長　富　岡　賢　治　様 

　高崎市議会議長　根　岸　赴　夫　様 

 

高崎市監査委員　南　雲　孝　志　　 

　同　　　　市　川　克　弘　　  

同　　　　丸　山　和　久 　　 

同　　　　時　田　裕　之　　  

 

 

　　　令和７年度定期監査（前期）の結果報告について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定による定

期監査を行ったので、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり提出します。 
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監査結果報告書 

 

第１　高崎市監査基準への準拠 

　　　令和７年度定期監査（前期）は、高崎市監査基準（令和２年高崎市監査委員告示第３

号）に準拠し実施した。 

 

第２　監査の種類 

　　　地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による定期監査 

 

第３　監査の期間 

　　　令和７年９月２９日から令和７年１２月２３日まで 

 

第４　監査の対象 

　　１　市民部 

市民生活課、人権男女共同参画課、防犯・青少年課、地域交通課、市民課、 

保険年金課 

　　２　都市整備部 

　　　都市計画課、都市計画課景観室、産業・流通基盤整備室、市街地整備課、 

区画整理課、都市施設課、公園緑地課 

　３　吉井支所 

　　　地域振興課、税務課、市民福祉課、産業課、建設課 

　　４　議会事務局 

　　　　庶務課、議事課 

 

第５　監査の着眼点 

　　　監査にあたり、次のとおり主な着眼点を設定した。 

１　予算の執行 

（１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

（２）執行手続きは適正か。 

２　調定・収納事務 

（１）調定額の算定、時期及び手続は適正か。 

（２）徴収事務は適正か。 

（３）現金取扱事務は適正か。 

（４）滞納整理事務は適正か。 

３　支出事務 

（１）不経済な支出及び不適当な支出はないか。 

（２）支出負担行為の時期は適正か。 

（３）支払期限は守られているか。 

（４）支払方法及び精算等の手続きは適時、適正か。　 
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４　物品購入 

（１）計画的かつ効率的に行われているか。 

（２）購入手続きは適正で、価格、規格は適切か。 

（３）分割購入等で不経済となっているものはないか。　　 

５　契約 

（１）契約方法及び手続きは適正か。 

（２）契約内容の履行確認は適正か。 

（３）契約代金等の支払時期は適切か。 

６　補助金交付事務 

（１）交付及び対象事業の内容は適切か。 

（２）金額の算定、交付方法、時期及び手続きは適正か。 

（３）効果及び条件の履行確認をしているか。 

（４）会計処理は適正か。 

７　課に事務局を置く団体の事務 

（１）市職員の関与は適切か。 

（２）運営等は適切か。 

（３）市費の受け入れがある団体の繰越金の規模や内容は適切か。 

８　債権管理 

（１）債権の調定及び収入の管理は適正か。 

（２）収入未済を発生させないための取り組みは適切か。 

（３）債権の保全に必要な措置がとられているか。 

（４）滞納整理は適正かつ効率的・効果的に行われているか。 

（５）不納欠損は適時・適切か。 

９　その他 

（１）財産の維持管理及び補修は適切か。 

（２）施設の維持管理及び修繕、工事は適正か。 

（３）高崎市事務専決規程に基づく文書管理は適正か。 

（４）財務事務管理体制の点検・確認は適切か。 

 

第６　監査の実施内容 

　　　監査にあたっては経済性、効率性、有効性等を検証するため、あらかじめ提出された

資料を基に関係諸帳簿等の調査を行い、必要に応じて関係職員に説明を求めた。 

また、前回の定期監査での指摘事項等の改善状況についても調査した。 

 

第７　監査委員の除斥 

議会事務局に関わる監査において、丸山和久監査委員及び時田裕之監査委員は、地方

自治法第１９９条の２の規定に基づき除斥した。  
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第８　監査の結果 

監査対象となった事務については、是正及び改善を要する事項が見受けられた。  
　そのうち事務処理上の軽微な過誤等で、指導事項、口頭指導としたものについては、

その内容の記述を省略したが、これらのことにも十分留意し適正な事務処理に努めるよ

う望むものである。  
結果については次のとおりであり、監査結果の区分の内容は次表のとおりである。 
 

１　市民部 

　　・市民生活課、地域交通課 

是正、改善を要する事項は見受けられなかった。 

・人権男女共同参画課、市民課、保険年金課 

是正、改善を要する事項が見受けられた。監査結果の区分は口頭指導。 

・防犯・青少年課 

是正、改善を要する事項が見受けられた。監査結果の区分は指導事項及び口

頭指導。 

 

２　都市整備部 

・都市計画課景観室、産業・流通基盤整備室、市街地整備課、区画整理課、 

都市施設課 

是正、改善を要する事項が見受けられた。監査結果の区分は口頭指導。 

・都市計画課、公園緑地課 

是正、改善を要する事項が見受けられた。監査結果の区分は指導事項及び口

頭指導。 

 

　　３　吉井支所 

・地域振興課、税務課、市民福祉課、産業課、建設課 

是正、改善を要する事項が見受けられた。監査結果の区分は口頭指導。 

 

　　４　議会事務局 

　　　　・議事課 

是正、改善を要する事項は見受けられなかった。 

・庶務課 

是正、改善を要する事項が見受けられた。監査結果の区分は指導事項及び口

頭指導。 

 

 区分 内　　容

 指摘事項 次のいずれかに該当すると認められる事案で、是正、改善等の措置の状況の報

告を求める必要があるもの。 
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 ① 法令等に違反すると認められるもの 

② 予算の目的に反していると認められるもの 

③ 不経済な行為又は損害が生じていると認められるもの 

④ 事務処理等が著しく適切を欠くと認められるもの 

⑤ 経済性、効率性又は有効性の観点から直ちに改善が必要と認められるもの 

⑥ 事務・事業の執行に当たり、遅滞なく、改善又は見直しが必要であると認め

られるもの 

⑦ 前回までの監査において、是正、改善を指導事項として求めた事項でそれら

の実施、あるいは検討がされていないと認められるもの

 指導事項 ① 「指摘事項」に掲げる①から④の案件の内、軽微な誤謬等と認められるもの 

② 経済性、効率性又は有効性の観点から今後改善が必要と認められるもの 

③ 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められ

るもの 

④ 前回までの監査において、修正、改善等を口頭指導として求めた事項でそれ

らの実施、あるいは検討がされていないと認められるもの

 口頭指導 その他事務処理上の単純な誤り等、軽微なもので、是正、改善等を指導するも

の
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